
阿賀野市告示第９６号 

 阿賀野市自立支援医療費育成医療支給実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

  令和６年４月１２日 

                        阿賀野市長  田 中 清 善  

 

   阿賀野市自立支援医療費育成医療支給実施要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市自立支援医療費育成医療支給実施要綱（平成２５年阿賀野市告示第２９号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１８項」を「第２４項」に改め、「育成を図るため、」の次に「法５８条

の規定による」を加える。 

 第２条中「第１８３号」を「第２８３号」に、「疾患が、当該障害又は」を「障害若

しくは」に改め、「将来において同」の次に「別」を加える。 

 第３条第２号中「平衡機能」及び第３号中「そしゃく機能」の次に「の」を加える。 

第１６条を第１７条とし、第６条から第１５条までを１条ずつ繰り下げ、第５条第２

項を第６条第１項とし、第５条第３項を第６条第２項とする。 

 第６条に見出しとして「（支給認定の申請）」を付し、第１項中「親権を行う者又は後

見人（」を「保護者（法第４条第３項で規定する者をいう。」に改める。 

 第７条第１項中「、通院」を「又は通院」に、同条中第２項中「高額治療継続者」を

「「重度かつ継続」」に改め、「自立支援医療受給者証」の次に「（育成医療）」を加え、

同項に次の一文を加える。 

 なお、支給認定については、「自立支援医療費の支給認定について」（平成１８年障発

第０３０３００２号通知）に定めるところによるものとする。 

 第７条第４項を第７項とし、第３項中「、最長１年以内の日」を「とする。ただし、

腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗ＨＩＶ療法等治療が

長期に及ぶ場合については、最長１年以内」と改め、同項の次に次の３項を加える。 

４ 育成医療を受ける指定医療機関の指定は、同一受診者に対し原則１か所とする。た

だし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定で

きるものとする。 

５ 受診者が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合

は、受給者証を速やかに福祉事務所長に返還しなければならない。 

６ 受診者が、支給認定の有効期間内に満１８歳になった場合、当初の有効期間中は支

給認定の取り消しを行わないが、この期間を超えて再度の支給認定を行うことはでき

ないものとする。 

 別表中注意書きを削る。 

6.4.22 



第１号様式を次のように改める。 

 



第２号様式を次のように改める。 

 



第３号様式を次のように改める。 

 



第４号様式を次のように改める。 



第５号様式を次のように改める。 

 



第６号様式を次のように改める。 

 



第７号様式を次のように改める。 

 



第８号様式を次のように改める。 



第９号様式を次のように改める。 



第 10号様式を次のように改める。 

 



第 11号様式を次のように改める。 

 



第 12号様式を次のように改める。 



第 13号様式を次のように改める。 

 



第 14号様式を次のように改める。 

 



 

   附 則 

 この告示は、令和６年４月１２日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 


